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＜2022年4月～ 育児休業法の改正②＞

＊有期雇⽤者の（雇⽤期間1年以上という）育児休業と介護休業の取得の要件が緩
和されます。ただし、労使協定を締結することで対象から除外することが可能です。

【第1段階 令和4年4⽉1⽇】
A）雇⽤環境整備の措置義務
B）育児休業の制度の個別周知・意向確認
C）有期雇⽤者の休業取得条件緩和

現行 法改正後
（育児休業の場合）
(1) 引き続き雇用された期間が１
年以上
(2) １歳６か月までの間に契約が
満了することが明らかでない

(1)の要件を撤廃し、(2)のみに
※無期雇用労働者と同様の取り扱い

（引き続き雇用された期間が１年未満の労
働者は労使協定の締結により除外可）
※※育児休業給付についても同様に緩和

原則）1年未満の者でも育児休業の対象になる
例外） 〃 協定を締結すれば除外可能になる



＜労使協定書例＞未締結はトラブルになる可能性が⼤︕

【書式例 厚労省】https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/06.pdf
労働ﾄﾗﾌﾞﾙ編〜出産・育児・介護


